
明石市では、里親やボランティア里親の方、そして里親等を必要とする子ども
たちのために、明石市独自の支援制度があります。

里親登録 研修受講支援制度
里親登録のための「基礎研修」「登録前研修」や、ボランティア里親登録
のための「登録ガイダンス」、里親登録継続のための「更新研修」を受講
された方に、交通費の一部を助成する制度です。

里親や季節・週末里親（ボランティア里親、愛のホームステイ事業を含む）、
ショートステイ里親として、初めて子どもを迎え入れる時に、子どもに必要な物
品等の購入費用の一部を助成する制度です。

その１

登録前のあなたに！

明石市こども局明石こどもセンターさとおや担当
〒674－0068 明石市大久保町ゆりのき通1-4-7
電話 078-918-5282   FAX  078-918-5128

E-mail: satooya@city.akashi.lg.jp

市内施設無料利用支援制度

里親・ボランティア里親と子どもが対象施設を利用する際、無料で入場でき
るパスポートや招待券をお渡しします。

[対象施設]明石市立天文科学館、明石市立文化博物館、
親子交流スペース「ハレハレ」、明石海浜プール

その２

初めて子どもを迎え
入れるあなたに！

その３

子どもを迎え入れて
いるあなたに！

明石市民の方へ

里親スタート支援制度

※更新研修は2022年（令和4年）4月以降に、その他は2018年（平成30年）4月以降に受講した人が
対象です。

※申請方法は別紙「里親登録研修受講支援制度について」をご覧ください。

親子交流スペース「ハレハレ」

※ショートステイ里親は、2019年(令和元年)8月以降に、その他は
2018年（平成30年）4月以降に初めて子どもを迎え入れた家庭が対象です。

※申請方法は別紙「里親スタート支援制度について」をご覧ください。

※現在里親として子どもを迎え入れている家庭が全て対象です。
※利用を希望される方は、以下の問合せ先までご連絡ください。

問合せ



里親登録 研修受講支援制度

明石市こども局明石こどもセンターさとおや担当
〒674－0068 明石市大久保町ゆりのき通1-4-7
電話 078-918-5282   FAX  078-918-5128

E-mail: satooya@city.akashi.lg.jp

里親スタート支援制度

こども家庭センターからの正式な委託により
一定期間、子どもを受け入れる

商品券等 20,000円

週末・季節（夏休み、年末年始等）もしくは
ショートステイで短期間、子どもを受け入れる

商品券等 10,000円

（１）里親（養育里親・養子縁組里親・親族里親）として初めて子どもを受け入れる場合

（２）季節・週末里親（ボランティア里親、愛のホームステイ事業含む）、ショートステ
イ里親として初めて子どもを受け入れる場合

問合せ

乳児(０歳から１歳未満) 商品券等10,000円

幼児(１歳から就学前まで) 商品券等 5,000円

子どもの年齢が以下の場合は、上乗せで支給されます

（子ども１人につき）

（子ども１人につき）

※タクシー代、高速料金、駐車料金は対象外
※交通費の算出については明石市職員の旅費に関する条例及び施行規則に準ずる
※申請者一人あたり日額3,490円を上限とする

移動手段がバス・電車の場合
申請者一人につき
交通費の実費分

移動手段が車の場合
車1台につき

1キロメートルあたり37円


